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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板と、前記ガラス基板上に形成される被覆とを備える、被覆ガラス物品であっ
て、前記被覆は、
　任意に、前記ガラス基板の主要表面上に成膜されるシリコン酸化物の基層と、
　前記任意の基層上に成膜されるチタン、ニオブ、またはクロム酸化物の第１の被覆層と
、
　前記第１の被覆層上に成膜されるシリコン酸化物の第２の被覆層と、
　前記第２の被覆層上に成膜されるスズ酸化物の第３の被覆層とを含み、
　前記被覆ガラス物品は、４０％～５５％のＴｖｉｓ及び４０％以上６０％未満のＲｆを
示す、前記被覆ガラス物品。
【請求項２】
　１０ｎｍ～３０ｎｍの厚さで成膜されるシリコン酸化物の前記基層を含む、請求項１に
記載の前記被覆ガラス物品。
【請求項３】
　前記基層は、１０ｎｍ～３０ｎｍの厚さで成膜される、請求項２に記載の前記被覆ガラ
ス物品。
【請求項４】
　前記第１の被覆層は、３０ｎｍ～４０ｎｍの厚さで成膜される、請求項１に記載の前記
被覆ガラス物品。
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【請求項５】
　前記第２の被覆層は、７０ｎｍ～１００ｎｍの厚さで成膜される、請求項１に記載の前
記被覆ガラス物品。
【請求項６】
　前記第３の被覆層は、６０ｎｍ～９０ｎｍの厚さで成膜される、請求項１に記載の前記
被覆ガラス物品。
【請求項７】
　前記被覆ガラス物品は、４４％～５６％のＲｇを示す、請求項１に記載の前記被覆ガラ
ス物品。
【請求項８】
　前記被覆ガラス物品は、ＣＩＥＬＡＢ色座標系に従って、ａ＊＝＋５～１２及びｂ＊＝
－５～＋５の範囲内の透過色、ａ＊＝－１２～－８及びｂ＊＝－６～＋１０の範囲内の反
射フィルム面の色を示す、請求項１に記載の前記被覆ガラス物品。
【請求項９】
　前記被覆が前記シリコン酸化物の基層を含み、
　前記基層と前記ガラス基板との間に成膜される色抑制被覆をさらに含む、請求項１に記
載の前記被覆ガラス物品。
【請求項１０】
　前記第１の被覆層は、２．１以上の屈折率を有し、前記第２の被覆層は、１．６以下の
屈折率を有し、前記第３の被覆層は、１．６を超える屈折率を有する、請求項１に記載の
前記被覆ガラス物品。
【請求項１１】
　化学蒸着によって前記被覆の前記層のそれぞれを順次に成膜することを含む、請求項１
に記載の被覆ガラス物品を作製する方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の被覆ガラス物品の周囲に載置される骨組部材からなる、ビデオディス
プレイアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の被覆ガラス物品の後方にビデオディスプレイを載置して、前記ビデオ
ディスプレイが動作中に、それが前記被覆ガラス物品を通して見えるようにし、かつ前記
ビデオディスプレイが動作していないときに、それが前記被覆ガラス物品によって隠され
るようにすることを含む、ビデオディスプレイアセンブリを作製する方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１９（ｅ）の下、第６１／９３８，２９０号が付与され
、かつ２０１４年２月１１日に出願の仮出願の利益を主張しており、その開示全体が参照
により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、同様の可視光透過率及び反射率特性を有する被覆ガラス物品に関する。本発
明はまた、被覆ガラス物品を備えるディスプレイアセンブリ、及びそのようなビデオディ
スプレイアセンブリを作製する方法に関する。
【０００３】
　フラットスクリーンビデオディスプレイは、現在、公共及び商業施設ならびに自宅にお
ける多くの場所で見られる。そのようなビデオディスプレイは、ディスプレイが動作して
いないときにあまり目立たないことが望ましいことがわかっている。この目標を達成する
一方法は、ビデオディスプレイに鏡などの室内に一般的に見られ得る物体の外観を与える
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ことによって、それを隠すことである。そのような用途に好適であることがわかっている
既知の製品は、Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　Ｍｉｒｒｏｖｉｅｗ（商標）としてＰｉｌｋｉｎ
ｇｔｏｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．によって販売される。この製品は、ガ
ラス上の層シリコン、シリコン層上のシリカ層、及びシリカ上の酸化スズの層から形成さ
れる被覆積層が備わった透明ガラス基板を含み、約２０％の可視光透過率及び７０～７５
％のフィルム面反射率を提供する。
【０００４】
　しかしながら、例えば、空間を照射する比較的高レベルの自然光があり、ビデオディス
プレイが動作中である場合などのある特定の条件下では、この製品によるビデオ画像の品
質は、望まれているほど明るくないか、または鮮明ではない。したがって、ディスプレイ
が使用されていないときにビデオディスプレイを隠すための鏡状の外観を有し、かつディ
スプレイが使用中であり、高レベルの自然光を有する領域内で利用されるときに、ディス
プレイからのビデオ画像が明るくかつ鮮明になることを可能にする、被覆ガラス物品を提
供することが有利であり得る。加えて、被覆ガラス物品を備えるディスプレイアセンブリ
もまた望ましくあり得る。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明によると、被覆ガラス物品は、ガラス基板と、ガラス基板上に形成される被覆と
を備える。被覆は、ガラス基板の主要表面上に成膜されるシリコン酸化物の任意の基層、
任意の基層上に成膜されるチタン、ニオブ、またはクロム酸化物の第１の被覆層、第１の
被覆層上に成膜されるシリコン酸化物の第２の被覆層、及び第２の被覆層上に成膜される
第３の被覆層を含む。本発明の被覆ガラス物品は、４０％～５５％のＴｖｉｓ及び４０％
～６０％のＲｆを示す。
【０００６】
　また、被覆ガラス物品を備えるディスプレイアセンブリと、そのようなビデオディスプ
レイアセンブリを作製する方法も提供される。本発明の方法によると、ビデオディスプレ
イは、ビデオディスプレイが動作中に、それが被覆ガラス物品を通して見えるように、か
つビデオディスプレイが動作していないときに、それが被覆ガラス物品によって隠される
ように、本発明の被覆ガラス物品の後方に載置される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明の上記ならびに他の利点は、添付の図面を考慮したとき、以下の発明を実施する
ための形態から当業者には容易に明らかになるであろう。
【０００８】
【図１】本発明に従った被覆ガラス物品の断面図である。
【図２】本発明に従ったディスプレイアセンブリの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ビデオディスプレイが使用されていないときに、鏡状の外観を有することによって、ビ
デオディスプレイを隠すことができるが、従来可能であったよりも広域の周囲条件のスペ
クトル下で表示されるときに、改善されたビデオ画像品質を提供することができる、被覆
ガラス物品を有することが望ましいことがわかっている。
【００１０】
　本発明の被覆された反射ガラスは、所定の反射率を有する。より具体的には、被覆反射
ガラス物品は、所定のレベルの可視光透過率、ならびに所定のレベルのフィルム面反射率
、及びある特定の実施形態では、ガラス面反射率を有し、所定のレベルは概して、互いに
同様である。
【００１１】
　本発明によると、４０％～５５％の可視光透過率及び４０％～６０％のフィルム面反射
率（Ｃ光源）を示す被覆ガラス物品は、ガラスの後方に隠されたビデオディスプレイが使
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用されていないときに、心地良い鏡状の外観を提供するだけでなく、この目的で使用され
る既知の反射ガラスを用いた場合よりも、ある特定の環境光条件下で測定できるほどによ
り明るく、かつより鮮明である画像を提供するという目標を達成することがわかっている
。被覆ガラス物品はまた、４４％～５６％のガラス面反射率（Ｃ光源）を有してもよい。
【００１２】
　さらに、上記の特性は、以下の構造の多層膜積層が成膜されるガラス基板によって、本
発明に従って達成され得ることもわかっている。
　　ガラス基板の主要表面上に成膜される、好ましくは１０ｎｍ～３０ｎｍの厚さを有す
るシリコン酸化物の任意の基層、
　　シリコン酸化物の基層上に成膜される、好ましくは３０ｎｍ～４０ｎｍの厚さを有す
るチタン、ニオブ、またはクロム酸化物の第１の被覆層、
　　チタン、ニオブ、またはクロム酸化物の層上に成膜される、好ましくは７０ｎｍ～１
００ｎｍの厚さを有するシリコン酸化物の第２の被覆層、ならびに
　　第２の被覆層上に成膜される、好ましくは６０ｎｍ～９０ｎｍの厚さを有する、スズ
酸化物の第３の層。
【００１３】
　本発明の被覆ガラス物品は、好ましくは、ビデオディスプレイに垂直な角度で隠された
ビデオディスプレイを見る観察者に対して中間色を有し、ビデオディスプレイが被覆ガラ
ス表面に対して非垂直角度で表示されるときに、反射色の改善された中立性を望ましくは
示す。
【００１４】
　本発明の被覆された反射ガラスは、所定の反射率を有する。より具体的には、本発明の
実施形態は、所定のレベルの可視光透過率、ならびに所定のレベルのフィルム面反射率、
及び好ましくはガラス面反射率も有する反射被覆ガラス物品を提供し、所定のレベルは概
して、互いに同様である。
【００１５】
　幅広い種類の方法のいずれか１つによって反射性になったガラスシートは既知である。
しかしながら、薄膜被覆の当業者が異なる多くの層の被覆積層を使用し、かつそれらの層
の組成を変化させて、新しい効果をもたらす方法を用いて実験し始めたのは、ごく最近の
ことである。Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．による１つ
のそのような革新は、Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（商標）として販売さ
れる製品である。Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（商標）は、約２０％の可
視光透過率（Ｔｖｉｓ）、約７０％～７５％のフィルム面反射率（Ｒｆ）、及び約５５％
～６０％のガラス面反射率（Ｒｇ）を有する多層熱分解フィルム積層を有する。本明細書
で使用される場合、可視光透過率またはＴｖｉｓは、特定の厚さのガラスシートを通過す
るスペクトルの可視部分における垂直入射光の量を意味する。フィルム面反射率またはＲ
ｆは、（この場合）多層被覆積層が成膜されているガラスシートの表面によって反射され
る可視光の量を意味する。ガラス面反射率またはＲｇは、被覆されておらず、被覆表面の
反対側にあるガラスシートの表面によって反射される可視光の量を意味する。
【００１６】
　被覆ガラス物品の被覆表面が部屋の内部に面している上記のＴｖｉｓ及びＲｆの組み合
わせは、後方から照射されていないときに鏡状の外観を有する製品を生成する。しかしな
がら、後方から照射されているとき、例えばビデオディスプレイからの可視光により、ビ
デオ画像が室内の視聴者によって被覆ガラス物品を通して見られることが可能になる。理
解されるように、Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（商標）製品が非常に人気
がある一方で、約２０％であるそのＴｖｉｓは非常に低く、それを通して表示され得るビ
デオ画像の明るさが望まれているよりも多少暗いと一部によって知覚されることを意味す
る。ビデオ画像のある特定の詳細も同様に、わずかに不明瞭であり、したがってビデオ画
像の「鮮明さ」を低減する可能性がある。
【００１７】
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　本明細書で使用される「明るさ」は、典型的には、輝度の観点からビデオディスプレイ
に関して表現される。輝度は、どれほどの光量が特定の画角から表面を見るヒトの眼によ
って検出されるかを示す。輝度は、カンデラ毎平方メートル（ｃｄ／ｍ２）で測定され得
る。ビデオ画像品質に関連した本明細書で使用される「鮮明さ」は、知覚された画像の焦
点に直接関連する。鮮明さは、解像度及び尖鋭度からなる。ビデオ画像の解像度は概して
、単位面積当たりのピクセル数によって決定される。尖鋭度は、ヒトの視覚系の性質によ
り、より高い尖鋭度を有する画像をより鮮明に見えるようにする画像のエッジコントラス
トである。Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（商標）製品を使用した低下した
品質のビデオ画像の知覚は、ビデオディスプレイが位置する部屋が比較的高レベルの環境
光を有するときに強調されることがわかっている。
【００１８】
　Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（商標）製品の約７０％のＲｆ及び２０％
のＴｖｉｓとは対照的に、ＴｖｉｓのレベルとＲｆのレベルとの間でより良好なバランス
を有することは、被覆ガラス基板を通して表示されるビデオ画像の品質を改善すると同時
に、ビデオディスプレイが動作していないときに、十分なレベルの隠蔽及び心地良い鏡状
の外観を維持することができることがわかっている。
【００１９】
　製造可能で費用効率の高い被覆が、ＴｖｉｓとＲｆとの間のより良好なバランスの目標
を満たすと同時に、上記の隠蔽及び鏡状の外観の要件を満たすように構築され得るかを決
定するために、多層薄膜被覆積層の予測実施例を生成するために、コンピュータモデリン
グを利用した。
【００２０】
　コンピュータモデリングのこれらの予測実施例の結果は、表１に見られ、以下のフィル
ム積層を透明なガラス基板上でモデリングした。
 
Ｐ１　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３２ｎｍ　ＴｉＯ２／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５
ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ２　　ガラス／３５ｎｍ　ＴｉＯ２／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ３　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３５ｎｍ　ＴｉＯ２／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５
ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ４　　ガラス／１５ｎｍＳｉＯ２／３５ｎｍ　Ｎｂ２Ｏ５／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５
ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ５　　ガラス／３５ｎｍ　Ｃｒ２Ｏ３／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ６　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３５ｎｍ　Ｃｒ２Ｏ３／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７
５ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ７　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３５ｎｍ　Ｃｒ２Ｏ３／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７
５ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ８　　ガラス／３５ｎｍ　Ｎｂ２Ｏ５／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７５ｎｍ　ＳｎＯ２

Ｐ９　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３５ｎｍ　Ｎｂ２Ｏ５／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／７
５ｎｍ　ＳｎＯ２
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【表１】

 
【００２１】
　予測実施例Ｐ２、Ｐ５、及びＰ８は、任意の基層が提供されるときに、本発明の被覆ガ
ラス物品の光学特性に対してごくわずかな影響しか及ぼさないことを示す。
【００２２】
　コンピュータモデリングを基礎として、オンライン被覆試験を実施した。オンライン試
験で透明なガラス上に利用したフィルム積層、及び被覆ガラス物品の測定された特性を示
す実施例が、表２に見られる。オンライン被覆試験中の条件は、１２３７°Ｆのコータ温
度、約６％の槽Ｈ２、及び３３９インチ毎分のライン速度を含んだ。ガラスの厚さは０．
２３１インチであった。典型的なコータ流量は、測定された特定のコータに応じて４３８
ｓｌｍ～６４７ｓｌｍに及んだ。
【００２３】
　これらの実施例において、以下の被覆ガラス物品を生成した。
実施例１　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３２ｎｍ　ＴｉＯ２／９０ｎｍ　ＳｉＯ２／
７５ｎｍ　ＳｎＯ２

実施例２～１３　　ガラス／１５ｎｍ　ＳｉＯ２／３５ｎｍ　ＴｉＯ２／９０ｎｍ　Ｓｉ
Ｏ２／７５ｎｍ　ＳｎＯ２

 

【表２】
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【００２４】
　本発明によると、好ましくは透明なソーダ石灰シリカガラスであり、かつ好ましくは３
ｍｍ～６ｍｍの厚さであるガラスである、ガラスシートの主要表面上に成膜されるフィル
ム積層は、ガラスシートの主要表面上に成膜される、好ましくは１０ｎｍ～３０ｎｍの厚
さのシリコン酸化物の基層、基層上に成膜される、好ましくは３０ｎｍ～４０ｎｍの厚さ
のチタン、ニオブ、またはクロム酸化物の第１の被覆層、第１の被覆層上に成膜される、
好ましくは７０ｎｍ～１００ｎｍの厚さのシリコン酸化物の第２の被覆層、及び第２の被
覆層上に成膜される、好ましくは６０ｎｍ～９０ｎｍの厚さのスズ酸化物の第３の被覆層
を有してもよい。
【００２５】
　ある特定の好ましい実施形態では、フィルム積層の層の厚さは、シリコン酸化物の基層
に対して１５ｎｍ～２５ｎｍ、チタン、ニオブ、またはクロム酸化物の第１の被覆層に対
して３２ｎｍ～３７ｎｍ、シリコン酸化物の第２の被覆層に対して８０ｎｍ～９５ｎｍ、
及びスズ酸化物の第３の被覆層に対して７０ｎｍ～８０ｎｍの範囲内である。さらにより
好ましくは、フィルム積層の層の厚さは、基層に対して１５ｎｍ～２０ｎｍ、第１の被覆
層に対して３４ｎｍ～３６ｎｍ、第２の被覆層に対して８７ｎｍ～９２ｎｍ、及び第３の
被覆層に対して７３ｎｍ～７７ｎｍの範囲内である。
【００２６】
　本発明の実施形態において、第１の被覆層は、２．１以上の屈折率を有し、第２の被覆
層は、１．６以下の屈折率を有し、第３の被覆層は、１．６を超える屈折率を有する。
【００２７】
　ある特定の実施形態では、被覆ガラス物品は、ＣＩＥＬＡＢ色座標系に従って、ａ＊＝
＋５～１２、ｂ＊＝－５～＋５の範囲内の透過色（Ｔｖｉｓ）、及びａ＊＝－２～－８、
ｂ＊＝－６～＋１０の範囲内の反射フィルム面の色（Ｒｆ）を示し、好ましくはまた、ガ
ラス面反射色（Ｒｇ）は、ａ＊＝－１５～－８、ｂ＊＝－６～＋１０の範囲内である。
【００２８】
　図１は、被覆ガラス物品１０のある特定の実施形態を示す。
【００２９】
　図１に示されるように、被覆ガラス物品１０は、ガラス基板１２を備える。ガラス基板
１２は、当該技術分野において既知の従来のガラス組成のいずれかであってもよい。ある
特定の実施形態では、ガラス基板１２の組成は、被覆ガラス物品１０がある特定の明確な
スペクトル特性を示すことを可能にするように選択される。ガラス基板１２は、実質的に
透明であり、可視光に対して透過性であってもよい。好ましくは、ガラス基板１２は、ソ
ーダ石灰シリカガラスである。本実施形態では、基板１２は、フロートガラスリボンであ
ってもよい。しかしながら、ガラス基板は、例えば、ホウケイ酸塩組成などの別の組成を
有してもよい。また、ガラス基板の透明また吸収特性は、被覆ガラス物品の実施形態の間
で異なってもよい。例えば、着色ガラス基板が被覆ガラス物品に利用されてもよい。加え
て、ガラス基板の厚さは、実施形態の間で異なってもよい。
【００３０】
　被覆１４は、ガラス基板１２上に成膜される。被覆１４は、任意のベース被覆層１６、
第１の被覆層１８、第２の被覆層２０、及び第３の被覆層２２を含む。ある特定の実施形
態では、被覆１４は、上記の層１６～２２からなる。層１６～２２は、任意の好適な方法
によって成膜され得るが、好ましくは大気化学蒸着（ＡＰＣＶＤ）によって成膜される。
例えば、ソルゲル被覆技術またはスパッタ被覆技術など、他の既知の成膜方法が、被覆層
のうちの１つ以上を成膜するのに好適である。基板１２がフロートガラスリボンである実
施形態では、被覆１４は好ましくは、フロートガラスプロセスの加熱領域において適用さ
れる。ベース被覆層１６は、ガラス基板１２の第１の主要表面２４上に、好ましくは直接
成膜される。ガラス基板の第２の主要表面２６は、被覆されていなくてもよい。
【００３１】
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　加えて、本発明のある特定の実施形態では、特定の用途に応じて他の任意の層が被覆積
層に追加されてもよい。例えば、シリコン酸化物の基層の成膜の前に、色抑制層が主要ガ
ラス表面上に成膜されてもよい。
【００３２】
　本発明に従ったフィルム積層の層のために選択される材料は、それらの光学特性、例え
ば屈折率だけではなく、それらの物理的及び化学的特性によっても選択される。
【００３３】
　被覆ガラス物品のＴｖｉｓは、４０％～５０％、好ましくは４５％～４７％である一方
で、Ｒｆは、４０％～６０％、好ましくは５０％～６０％、及びより好ましくは５０％～
５５％である。加えて、ある特定の実施形態では、被覆ガラス物品によって示されるＲｇ
は、４４％～５６％、及び好ましくは４９％～５１％である。特に、Ｔｖｉｓ及びＲｆが
このような好ましい範囲内であるとき、被覆ガラスシートを通して表示されるビデオディ
スプレイの画像は、そのような画像が既知の反射ガラスを通して表示されるよりも広い範
囲の環境光条件下で、測定できるほどにより明るく、かつより鮮明であることがわかって
いる。
【００３４】
　多層フィルム被覆積層の層は、任意の好適な方法によって成膜され得るが、フロートガ
ラス製造プロセス中に、好ましくは化学蒸着、より好ましくは大気圧化学蒸着（ＡＰＣＶ
Ｄ）によって成膜される。多層フィルム積層の層のそれぞれの成膜速度は、費用効率の高
い方法でのフィルム積層の生成を可能にするのに十分な任意の成膜速度であってもよい。
【００３５】
　シリコン酸化物の任意の基層は、好ましくは、第１の被覆層を形成する材料及び第１の
被覆層が成膜される方法に応じて、第１の被覆層の成膜を強化するのに有益であり得るあ
る特定の実施形態で提供される。これは、第１の被覆層がチタン酸化物から形成されるあ
る特定の実施形態の場合と同じであり得る。提供される場合、任意の基層は、本発明の被
覆ガラス物品の光学特性にごくわずかな影響しか及ぼさない。
【００３６】
　シリコン酸化物の層を形成するために利用され得る前駆体物質は、シランまたはＳｉの
リン化合物を含み得るが、好ましくはシランであり、より好ましくはモノシランである。
チタン、ニオブ、またはクロム酸化物の層を形成するために利用され得る前駆体物質は、
チタンハロゲン化合物、チタンアルコキシド、及びチタンアミン、ニオブハロゲン化合物
及びニオブアルコキシド、クロムオキシハロゲン化合物及びクロムアルコキシドを含む。
好ましいチタン化合物はＴｉＣｌ４を含み、好ましいニオブ化合物はＮｂＣｌ５を含み、
好ましいクロム化合物はＣｒＯＣｌ２を含む。スズ酸化物の層を形成するために利用され
得る前駆体物質は、無機スズハロゲン化合物を含むが、好ましくは三塩化モノブチルスズ
（ＭＢＴＣ）などの有機スズであり、より好ましくは、スズ前駆体は二塩化ジメチルスズ
（ＤＭＴ）である。
【００３７】
　フロートガラス操作は、特許請求された発明の方法を実施するための手段として利用さ
れる。フロートガラス操作の１つの特定の実施例が、以下に記載される。フロートガラス
装置は、より具体的には、溶融ガラスが溶融炉から、連続ガラスリボンが周知のフロート
プロセスに従って形成されるフロート槽部分まで送達される管部分を備える。ガラスリボ
ンは、槽部分から隣接するアニーリングレア及び冷却部分を通って前進する。連続ガラス
リボンは、所望の被覆が本発明に従って成膜される基板として作用する。
【００３８】
　フロート槽部分は、溶融スズの槽が含まれる底部分、屋根、両側壁、及び端壁を含む。
屋根、側壁、及び端壁は合わせて、溶融スズの酸化を防止するために非酸化性大気が維持
される筐体を画定する。
【００３９】
　加えて、本願の特許請求された発明の方法によって金属酸化物被覆を適用する前に、基
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板上にさらなる被覆を適用するために、槽部分内のガス分配器ビームが採用されてもよい
。
【００４０】
　動作中、溶融ガラスは、制御された量で、調整ツイールの下のチャネルに沿って、スズ
槽の表面上まで下方に流動する。スズ槽上で、溶融ガラスは、重力及び表面張力の影響下
、ならびにある特定の機械的影響下で横方向に広がり、リボンを形成するために槽にわた
って前進させられる。リボンは、リフトアウトロール上で除去され、その後、整列ロール
うえでアニーリングレア及び冷却部分を通して運搬される。特許請求された発明の被覆の
適用は、フロート槽部分内で、またはさらに生産ラインに沿って、例えば、フロート槽と
アニーリングレアとの間の間隙内もしくはアニーリングレア内で行われてもよい。
【００４１】
　概して、窒素、または窒素が大部分を占める水素及び窒素の混合物である、好適な非酸
化性大気が、スズ槽の酸化を防止するために槽筐体内で維持される。雰囲気ガスは、分配
マニホールドに動作可能に連結される導管に通される。非酸化性ガスは、通常の損失を補
い、かつ周囲の大気圧よりも約０．００１～約０．０１気圧高いわずかに陽性の気圧を維
持するのに十分な速度で導入されて、外部雰囲気の侵入を防止する。特許請求された発明
の目的で、上記の圧力範囲は、標準大気圧を構成すると見なされる。概して、槽及び筐体
内で６００℃～７５０℃の所望の温度状況を維持するための熱は、筐体内のラジエントヒ
ータによって提供されてもよい。レア内の雰囲気は、冷却部分が包囲されず、ガラスリボ
ンが周囲の雰囲気に開放されているため、典型的には大気である。周囲空気は、冷却部分
内で、例えば、ファンによってガラスリボンに対して方向付けられてもよい。ヒータはま
た、ガラスリボンの温度を、それがアニーリングレアを通して運搬されるときに所定の状
況に従って徐々に低下させるために、アニーリングレア内で提供されてもよい。
【００４２】
　ガス分配器ビームは概して、ガラスリボン基板上に種々の被覆を成膜するためにフロー
ト槽内に位置付けられるが、フロート槽の下流に位置付けられてもよい。
【００４３】
　ガス分配器ビームは、本発明のプロセスを実施するために採用され得る反応器の一形態
である。
【００４４】
　本発明に従った前駆体物質を供給するのに好適な分配器ビームのための従来の構成は、
概して、離間した内壁及び外壁によって形成され、かつ少なくとも２つの包囲された空洞
を画定する、逆転した概してチャネル形状の枠組みである。好適な熱交換媒体は、分配器
ビームを所望の温度で維持するために、包囲された空洞を通して循環される。好ましい分
配器ビームは、Ｈｏｆｅｒ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許第４，５０４，５２６号に開示され
、それは参照により本明細書に組み込まれる。
【００４５】
　前駆体ガス混合物は、流体冷却型供給導管を通して供給される。供給導管は、分配器ビ
ームに沿って延在し、供給導管に沿って離間したドロップラインにガスを通す。供給導管
は、枠組みによって担持される排気管内の送達チャンバに至る。ドロップラインに通され
る前駆体ガスは、送達チャンバから、それらがガラスの表面に沿って流動するガラスに通
じている蒸気空間を画定する被覆チャンバに向かう通路を通して排出される。
【００４６】
　分配器ビームにわたって前駆体物質の流動を均一にして、物質が分配器ビーム全体にわ
たって滑らかで、層流で、均一な流動でガラスに対して排出されることを確実にするため
に、バッフルプレートが送達チャンバ内に提供されてもよい。使用済みの前駆体物質は回
収され、分配器ビームの側面に沿った排出チャンバを通して除去される。
【００４７】
　化学蒸着に使用される種々の形態の分配器ビームが本方法に好適であり、従来技術にお
いて既知である。１つのそのような代替の分配器ビーム構成は概して、前駆体ガス混合物
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をガス供給管を通して導入し、それは、冷却管を通して循環される冷却流体によって冷却
される。ガス供給管は、細長い開口を通ってガス流量制限器内へと通じる。ガラス流量制
限器は、正弦波の形態で長手方向に圧着され、互いに隣接した関係で垂直に載置され、分
配器の長さに沿って延在する、複数の金属片を備える。隣接する圧着された金属片は、そ
れらの間に複数の垂直チャネルを画定するために、「位相を異にして」配列される。これ
らの垂直チャネルは、ガス供給管の断面積と比較して小さい断面積を有し、ガスが分配器
の長さに沿って実質的に一定の圧力でガス流量制限器から放出されるようにする。
【００４８】
　被覆ガスは、ガス流量制限器から、概して入口脚部、被覆される高温ガラス基板に通じ
ている被覆チャンバ、及び使用済みの被覆ガスがガラスから引き出される出口脚部を備え
る実質的にＵ字形の誘導チャネルの入口側に放出される。被覆チャネルを画定するブロッ
クの丸角は、被覆されるガラス表面にわたってガラス表面に平行な被覆の均一な層流を促
進する。
【００４９】
　Ｔｖｉｓ、Ｒｆ、及びＲｇの間でよりバランスのとれた関係を有することが、驚くべき
ことに、本明細書の別の個所で考察されるＰｉｌｋｉｎｇｔｏｎ　ＭｉｒｒｏＶｉｅｗ（
商標）製品のように、Ｒｆが有意により高い場合よりも視覚的に心地良い鏡状の外観を生
成することがわかっている。ビデオディスプレイが動作中であるかどうかを視聴者によっ
て知覚される反射色は、反射鏡のビデオ画像の外観の受容性に関与することが理解される
であろう。概して、中間色が好ましい。被覆物品の反射色は、本発明に従っており、概し
て、本願ですでに考察されたように中間からわずかに青みがかった色として知覚される。
【００５０】
　本発明に従った反射被覆ガラス物品は、種々の用途に使用され得ることが理解されるで
あろう。
【００５１】
　図２を参照すると、ある特定の実施形態では、被覆ガラス物品１０は、ディスプレイア
センブリ４０で利用される。好ましくは、ディスプレイアセンブリ４０は、例えば壁など
の載置部材４２に取り付けられる。例えばフラットスクリーンビデオディスプレイなどの
ディスプレイもまた、載置部材４２及び／またはディスプレイアセンブリ４０に取り付け
られてもよい。ディスプレイは、載置部材４２とディスプレイアセンブリ４０との間に提
供される。有利に、この位置で、ディスプレイは、ディスプレイが使用中ではないときに
ディスプレイアセンブリ４０の被覆ガラス物品１０の反射率及び鏡状の外観によって隠さ
れ、ディスプレイが使用中であるときに、ディスプレイ画像は、被覆ガラス物品１０を通
して見ることができ、ディスプレイアセンブリ４０を通して見えるディスプレイ画像の品
質は、環境光条件の広域スペクトル下で明るく、かつ鮮明である。
【００５２】
　したがって、本発明の実施形態では、ビデオディスプレイアセンブリを作製する方法が
提供され、ビデオディスプレイは、本発明の被覆ガラス物品の後方に載置され、ビデオデ
ィスプレイが動作中であるときに、それが被覆ガラス物品を通して見えるようにし、かつ
ビデオディスプレイが動作していないときに、それが被覆ガラス物品によって隠されるよ
うにする。
【００５３】
　ディスプレイアセンブリ４０はまた、骨組部材４４を備える。被覆ガラス物品１０は、
骨組部材４４内に提供され、かつ好ましくはそれに固定される。骨組部材４４内で、被覆
ガラス物品１０は、被覆１４が載置部材４２から外に離れて面することができるように位
置付けられる。他の実施形態（図示せず）では、被覆ガラス物品は、被覆が載置部材に面
するように骨組部材内に位置付けられる。
【００５４】
　骨組部材４４は、木材、金属、プラスチック、または別の適切に硬質な材料から形成さ
れ得る。図２に示されるようなある特定の実施形態では、骨組部材４４は、実質的に正方
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形である外側表面４６を有する。本実施形態では、骨組部材４４は、４つのレール４８を
備え、各レール４８は、対のレールに取り付けられ、取り付けられる対のレールと垂直な
関係で提供される。しかしながら、他の実施形態（図示せず）では、骨組部材は、別の幾
何学的形状を有する外側表面を有してもよく、及び／または４つよりも多いもしくは少な
いレールを備えてもよい。
【００５５】
　特許法の定めに従って、本発明は、その好ましい実施形態を表すと見なされるものにお
いて記載されてきた。しかしながら、本発明が、その精神または範囲から逸脱することな
く、具体的に例示及び説明されるものとは別様に実施され得ることに留意されたい。
 

【図１】 【図２】
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